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令和６年度の縦覧帳簿の縦覧および固定資産課税台帳の閲覧について令和６年度の縦覧帳簿の縦覧および固定資産課税台帳の閲覧について

■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
■縦覧期間
4 月 1日（月）～ 5月 31日（金）
午前 8時 30分～午後 5時 15分
（土日、祝日を除く）

■場所
町役場税務課（８番窓口）

■縦覧することができる人
・納税義務者（課税されていない人は縦覧できま
せん。）
・納税義務者と同居している親族
・納税管理人
・納税義務者の代理人（委任状が必要です。）
■必要なもの
・本人確認のできる書類など（運転免許証、旅券、
マイナンバーカードなど）
・代理人の方は委任状
■縦覧内容
・土地価格等縦覧帳簿
所在、地番、地目、地積、評価額など
・家屋価格等縦覧帳簿
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額
など

■固定資産課税台帳の閲覧
■閲覧期間
4 月 1日（月）～通年
午前 8時 30分～午後 5時 15分
（土日、祝日を除く）

■場所
町役場税務課（８番窓口）

■閲覧することができる人
・納税義務者
・納税義務者と同居している親族
・納税管理人
・納税義務者の代理人（委任状が必要です。）
・借地・借家人など（使用または受益の対象とな
る固定資産に限られます。）

■必要なもの
・本人確認のできる書類など（運転免許証、旅券、
マイナンバーカードなど）
・代理人の方は委任状
・借地・借家人などの場合は契約書などの権利関
係を示す書類

■閲覧内容
固定資産課税台帳に登録されている事項

問問税務課 資産税係　☎ 52-5804税務課 資産税係　☎ 52-5804

令和６年度田布施町奨学金貸付のご案内
　向学心に富む学生・生徒で、経済的な理由により修学が困難な人に対して奨学金を貸付けます。
◇応募資格
①田布施町の住民基本台帳に登録されており、学校教育法による大学、高等専門学校および高等学校並び
に専修学校の専門課程および高等課程に在籍する人（在学採用）。
②貸付けを受ける者の保護者が本町の住民基本台帳に登録されており、申請時において３ヶ月以上本町に
居住し、かつ、引続き居住していること。
③向学心に富む優秀な学生、生徒のうち、経済的理由により修学が困難と認められ、在学学校長から推薦
された人

◇申込方法
　田布施町ホームページまたは学校教
育課に備付けの申請書に必要事項を記
入の上、学校教育課（3階⑭窓口）も
しくは郵送にて申し込む。

◇申込期間
４月１日（月）～４月３０日（火）

◇問合せ先
学校教育課　☎ 52-5812

◇貸付対象者および貸付額

区分 金額（月額）

高等学校または専修学
校の高等課程在学生

国公立 20,000円

私立 25,000円

高等専門学校在学生 30,000円

大学または専修学校の
専門課程在学生

国公立 50,000円

私立 55,000円


